
東北労働金庫 御中 

東北ろうきん復興支援助成金制度申請書 
  申請日    年  月  日 

申請者 

ふりがな  

団体名 
 

ＵＲＬ：   

ふりがな  

所在地 

（事務所） 

 

 

℡   （  ） ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

ふりがな  ふりがな  

代表者名 

（役職） 

 
担当者名 

 

ふりがな  ふりがな  

代表者住所 
 

℡   （  ） 
担当者住所 

 

℡   （  ） 

設立 
該当を○で

囲む 

①ＮＰＯ法人 

②任意団体（ＮＰＯ団体、ボラン

ティア団体等） 

③その他法人（社会福祉法人等） 

組織設立日  

法人認証日  

所轄官庁  

役員名簿 役職 氏  名 住  所 

    

    

    

    

    

会員数 会員    名（内訳 正会員  名・その他会員   名） 登録ボランティア  名 

団体設立の 

経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

活動分野 

（いずれかに○をつけてください） 
東日本大震災からの復旧・復興・被災者支援活動  

当庫が定める社会貢献活動 

（活動内容：           ） 

団体の主な活動内容 

 

今まで行った震災復興支

援活動または社会貢献活

動による成果 

 

今回の助成金で考えてい

る活動内容 

 

他からの助成実績 

助成団体名  

助成年月日           年   月   日 

助成金額                   円 

添付書類 

 □定款・規約・会則などの（写） 

 □前年度の決算報告書または収支報告書（写） 

 □事業報告書など、応募された活動（事業）内容がわかるもの 

 □団体の発行する機関誌やパンフレット 

特記事項（ろうきんに対

するメッセージ等あれば

ご記入ください） 

 

情報の取得先 

1．マスコミ 2．インターネット 3．行政 4．他団体 5．ろうきん窓口 

6．各県ＮＰＯ支援センター 7．その他（      ） 

 

   

 
□当団体は、以下の内容に同意のうえ申し込みます。（□にチェックをお願いします。） 
①個人情報の取扱について 

応募申込書に記載の個人情報につきましては今回の選考の範囲に限り利用いたします。また、選考の結果、助成金交付団体については、団体名、所在地、活動内容の概要、助成金額を当庫ディスクロージャー誌、東北ろうきんホームページで公表いたします。 

※申請書類はお返しいたしません。必要な場合はコピー等をお願いいたします。※受付後、必要に応じて追加資料の提出や電話等での問い合わせを行うことがありますので、「担当者の連絡先」は、昼間連絡可能な方をお願いします。※審査経過及び合否の理由などについ

てのお問い合わせには応じられませんので、ご了承ください。 

②反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意について 

当団体は、次の（１）に定める暴力団員等および同各号のいずれかに該当し、もしくは（２）の各号のいずれかに該当する行為をし、または（１）にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知によりこの申込が取り消しされても異議を

申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、一切当団体の責任といたします。 

（１）貴金庫との取引に際し、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）

および次の各号のいずれにも該当しないこと、および将来にわたっても該当しないことを表明し、これを確約いたします。① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること ② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること ③ 

自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること ④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関

係を有すること ⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること （２）自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。①暴力的な要求行為②法的な責任を超えた不当な要求

行為③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴金庫の信用を毀損し、または貴金庫の業務を妨害する行為⑤その他前各号に準ずる行為 


